
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

保健・医療・福祉の増進を図る活動・・・・・・・・５団体 
環境の保全を図る活動・・・・・・・・・・・・・・３団体 
消費者の保護を図る活動・・・・・・・・・・・・・１団体 
国際協力の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・１団体 
子どもの健全育成を図る活動・・・・・・・・・・・６団体 
災害救援活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・１団体 
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動・・４団体 
まちづくりの推進を図る活動・・・・・・・・・・・３団体 
ＮＰＯ支援の活動・・・・・・・・・・・・・・・・２団体 
人権の擁護又は平和の推進を図る活動・・・・・・・１団体 
社会教育の推進を図る活動・・・・・・・・・・・・１団体 
観光の振興を図る活動・・・・・・・・・・・・・・１団体 
地域安全活動 
科学技術の振興を図る活動 
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
情報化社会発展を図る活動 
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
経済活動の活性化を図る活動 
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
＊応募は１団体につき１分野に限ります。 
（定款に記載の分野に限る） 
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2015年度中国ろうきん NPO寄付システム 

配分団体募集中！ 

応募用紙はこちらからダウンロードできます 
■ふるさと島根定住財団ホームページ 
⇒ http://www.teiju.or.jp/ 

■しまね地域ポータルサイト「だんだん」 
⇒ http://shimane.canpan.info/ 

■県民活動応援サイト「島根いきいき広場」 
⇒ https://www.shimane-ikiiki.jp/ 

■お問い合わせ先 

（公財）ふるさと島根定住財団 地域活動支援課 

中国ろうきんＮＰＯ寄付システム担当（多賀・岸本） 

〒690-0003 島根県松江市朝日町 478-18 松江テルサ 3階 

   TEL： 0852-28-0690 FAX： 0852-28-0692 

   E-mail：shimane@teiju.or.jp 

 

７分野から

３団体 

配分金額  

１団体につき５万円 

ただし、子どもの健全育成分野のみ10万円 

注）子どもの健全育成分野については、長期にわたる 

大口寄付の申し出があったため増額となっています。 

対象経費  

使途に制限なし 

配分団体  

左記の１９分野に該当する３２団体（ＮＰＯ法人限定） 

応募書類 

① 定款 

② 前年度事業報告・決算書 

③ 今年度事業計画・予算書 

④ 申請された活動分野の活動の様子がわかる

パンフレットやチラシ、機関誌等(各 10 部) 

 

郵送またはふるさと島根定住財団まで直接お

持ちください。 

中国ろうきんＮＰＯ寄付システム とは 
 

中国労働金庫に普通預金口座をお持ちの方

からいただいた寄付金を、島根県内のＮＰＯ

法人に配分し、団体の社会貢献活動を促進す

る寄付システムです。 

 

 

〆切間近！！ 

12/1（火）16時必着 

2015年 1～12月に認証された NPO向け 

立上げ助成金もあります！ 



 

 

 

（公財）双日国際交流財団 

2016年度国際交流助成 

～１２／３１（木）当日消印有効 

 

 

 
 

中国地方地域づくり等助成事業 

～１２／２８（月）必着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第５回杉浦地域医療振興賞 

  ～１２／３１（木） 

 

 
 

          
 

出雲市民ボランティアウィーク 

１１／２７（金） 

14：00～16：30ボランティア活動発表 

１１／２８（土） 

10：30～11：30ボランティア体験 

12：00～13：00 きらきらパーティー 

14：00～17：20バリアフリー吹替版映画 

の上映と声優体験 

 

 

わんぱく学園 

雲州平田駅、構内や駅前をきれ 

いにしよう！ 

１１／２９（日） 

アートが育む人の力 

島根・鳥取・豊中 

第 15回ぐるぐるアート展 2015 

  １２／１６（水）～１２／２１（月） 

 

 

 

 

・日本理解に繋がる国際交流を目的としたシンポジウム、フォーラム、
学会等の国際会議。 

・日本の一般事情、文化、芸術等を海外に紹介する公演、展示会等。 
・海外における日本語普及の事業。 
・海外の大学等教育、研究機関を対象とした、人文、社会科学分野の
日本に関する研究。 

・その他海外における日本理解の増進に寄与、貢献する事業。 
※個人または団体で、第三者である識者の推薦状添付が必要。 
1件あたり１０～８０万円程度。 
（公財）双日国際交流財団 Tel：０３-６８７１-２８００ 
Fax：０３-６８７１-５５６１ E-mail：sojitz-zaidan@sojitz.com 
・国土交通省が実施する施策や整備事業等に関連し、将来的にも社会資本
整備に繋がる事業であり、ボランティア活動で自らが実施することが可
能な地域団体等（複数の組織の場合は、その代表者）を対象。 

・慣例的な行事・イベント、行政関係主催の行事等は対象外。 
・これまでに中国建設弘済会の助成で実施した事業は対象外。 
・物品の購入等を目的とする事業は対象外。 
・地域団体等のボランティア活動で特定の個人または法人その他の利益を
目的とするものは対象外。 

・各県、市町村からの助成金補助と弘済会の助成する部分が重複する場合、
また、各種法人、組合等の本来業務、または類似の活動は対象外。 
１件につき１００万円を限度。 
（一社）中国建設弘済会 島根支部 Tel：０８５３-２０-７１３３ 
Fax：０８５３-２０-７１３１ http://www.ccba.or.jp/ 

 
研究者、専門職（医師、歯科医師、看護師、薬剤師、介護福祉士等）その
他（自治体、NPOボランティア等）の方で、全国に波及する可能性を有す
る活動を行っている団体・個人。但し、その活動が現在も継続しているも
のに限ります。  

 正賞として記念品を授与するとともに、副賞として２００万円を贈呈。 
（公財）杉浦記念財団 
 Tel：０５６６-７２-３００７ Fax：０５６６-７２-２９０１  
 E-mail:info@sugi-zaidan.jp http://sugi-zaidan.jp 

 

11月 21日から 28日までの出雲市民ボランティアウィーク期間中に開催
されるイベントです。 
【ボランティア活動発表】 
日頃から活動されている方々と一緒にお茶を飲みながら、音楽を聴き、
踊りを見たり、笑ったり、楽しんだりの 2時間半です。 
【ボランティア体験】 
折り紙や点字、円ブリオ募金箱づくりなどの活動体験です。 
【きらきらパーティー】 
参加自由のボランティア交流会です。  ３００円（要申込） 
【バリアフリー吹替版映画の上映と声優体験】    
映画「素晴らしき哉、人生！」  無料・８０席 
映画の吹替え体験にチャレンジ。 
 出雲市総合ボランティアセンター（出雲体育館内） 
  出雲市総合ボランティアセンター 
Tel：０８５３-２１-５４００ Fax：０８５３-２１-１８３１ 

平田駅をみんなで感謝をこめて清掃します。 

ほうき、ちりとりを持参してください。手袋は準備します。 

１００円   一畑電鉄 雲州平田駅 １０時集合 

  NPO法人サポートセンターどりーむ 担当：常賀、坂根 

Tel/Fax：０８５３-６２-４８７２ http://sc-dream.net/ 

“ぐるぐるアート”は、自分をとりまくあらゆるものへの感謝の気持ち

を描くデザイン画で、用紙を回しながら時計回りに文字を描きます。 

 無料  島根県立美術館 ギャラリー 
 ぐるぐるアート世話人会 担当：松下 
Tel：０９０-１３５８-９９９２ Fax：０８５９-３５-８９６４ 
http://heiwa.holy.jp/arigato/ 

  
※アイコンの説明       日にち  時間   場所  定員  費用  主催  期日  助成金額  対象  問合せ先 

 

助成金情報 

イベント情報 

募集情報 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Ｑ．時間外手当はどのように支払えばよいのでしょうか？ 

Ａ．1 日 8 時間、週 40 時間を超えて労働させた場合は、時間

外労働に対する割増賃金（2 割 5 分以上）の支払いが必要で

す。【労働基準法第 37 条】 

なお、深夜（原則として午後 10 時～午前 5 時）に労働さ 

せた場合は、深夜労働に対する割増賃金（2 割 5 分以上）の

支払いが必要です。【同条】 

Vol．７

 

今月のキーワード 

「時間外手当」 

報 告 

ＮＰＯガバナンスセミナー 
組織を育てる組織運営・理事と理事会の基礎 

 

 

 

「Ｈ27年度ＮＰＯガバナンスセミナー 組織を育てる組

織運営（つくる、伝える！）＆理事と理事会の基礎（生か

す、育てる！）」を、ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための

国際研究所]の川北秀人代表を講師にお迎えし、１０月２７

日（火）松江会場、２８日（水）浜田会場で開催しました。

ＮＰＯ法人理事の方々を含め、合わせて約３０名の方にご

参加いただきました。 

午前の部は「組織運営」について、これからのＮＰＯの

あり方・事業計画の考え方や組織編成・ボランティアマネ

ジメントの方法、事業・活動を伝える工夫等、 組織論にと

どまらず、ＮＰＯの運営全般についてお話しいただきまし

た。午後の部は「理事と理事会の基礎」をテーマに、理事

の基本的な役割（戦略的判断、現場の応援、働きかけ）と、

理想の理事会を実現するための１５のポイントについての

講義でした。どちらも重要で難しいテーマですが、豊富な

事例を交えた川北代表のお話に、参加者の方々からは「今

後の活動に活かしたい」との感想が寄せられました。 

定住財団では、今後もファンドレイジングや情報公開を

テーマとしたガバナンスセミナーを予定しています。詳細

は機関紙等でお知らせしますので、ぜひご参加ください！ 

 

 

年末に向けて何かと忙しいこの時期、
残業される方も多いのでは。今月は時
間外手当についてのＱ＆Ａです。 

NPO 虎の巻はこちらからダウンロードできます。  
県民活動応援サイト 島根いきいき広場  https://www.shimane-ikiiki.jp/ 

 

 

割増賃金の算出方法 

月給の場合 

時給の場合（月額で支給される賃金がある場合は、Ａ＋Ｂで算出） 

 

 
※以下の手当は左記の「諸手当」
に算入しなくてもよい。 
 
①家族手当 ②通勤手当 
③別居手当 ④子女教育手当 

⑤住宅手当 
⑥臨時に支払われた賃金 
⑦１か月を超える期間ごとに支

払われる賃金 
 
【労働基準法第 37 条第 5 項】 

報 告 

県民のユニークな発想や企画力を活かした、地域課題解決

や地域活性化に向けた活動を応援するための助成金第 1 回

審査会が、9 月 17 日松江テルサにおいて行われ、以下の採

択団体が決定しました。 

 

【公益重視型】 

■都万村相撲クラブ（隠岐の島町） 

 「隠岐相撲を核とした人づくり事業」 

■隠岐ふるさと直売所運営協議会（隠岐の島町) 

 「隠岐の島の課題を『あんき市場』が解決！」 

■みとや世代間交流施設ほほ笑み運営協議会(雲南市) 

 「みとや世代間交流施設『ほほ笑み』」 

■NPO法人出雲まちあそび研究所（出雲市） 

 「商店街活性化事業『出雲まちあそび人生ゲーム』」 

 

【経済振興型】 

■(有)ユートピアつがか（飯南町） 

 「健康スイーツで都加賀（つがか）に 

           女性が定住するプロジェクト」 

決定！ 

地域づくり応援助成金の第２回募集の 

〆切りが迫っています。 

１１／３０（月） 
お問い合わせは 
隠岐・出雲地域 ℡：0852-28-0690 
石見地域     ℡：0855-25-1600 まで 

 

＜参加者の声＞ 
・一般的な経営の感覚の導入という流れがよくわかった。 
・（２回目の参加）前回からまだ変えられていない事が分
かったので、リストアップして皆で協力して変えていき
たいです。 

松江 浜田 



  

          
 

  

県内で“頑張っている方”にスポットをあてる上記の
コーナー。紹介させていただいた方も、来月で８０人目
を迎えます。普段ではなかなか聞くことができない現場
の生の声やあつい想いなどをじっくりお伺いすることが
でき、非常に勉強させていただいています。今後もこの
機会を大切に、このコーナーが皆様の活動のヒントや刺
激になることを願いながら、県内各地をスタッフで回ら
せていただきます。              （Ｔ） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『島根で頑張る人』は県内で活動する人にスポットを当て、考え

方や経験から団体活動に迫るコーナーです。 

スタッフの「学び」も兼ねて取材させていただいています。 

主な活動内容 

“西ノ島中学校卒業海中タイムカ
プセル事業”の他、西ノ島町で敢
えてＢ級グルメを披露し合う“ご
島地グルメコンテスト”を開催。ま
た、“産業文化祭”や“イカまぐろ
まつり”では釣り堀を設置する
他、魚の掴み取りを催すイベント
の企画から運営など、毎年地元
イベントにも積極的に関わる。 

島の若者の自己実現で島へ還元 
 

 〒697-0034 

浜田市相生町 1391-8 シティパルク浜田 2 階 

石見産業支援センター「いわみぷらっと」内 

TEL (0855)25-1600  FAX (0855)25-1630 

E-mail： iwami@teiju.or.jp 

石見 
事務所 

 

 

 

 

 

 

 

〒690-0003  

松江市朝日町478-18 松江テルサ３階 

TEL (0852)28-0690  FAX (0852) 28-0692 

E-mail： shimane@teiju.or.jp 

 

松江 
事務局 

 

 

NPO法人てにゃわず 

理事長 山谷
やまたに

 裕
ひろ

昭
あき

さん 

■県内ＮＰＯ法人数 ２７６     

（内 認定 NPＯ法人数 ６、仮認定 NPO法人数 ０) 

■新設ＮＰＯ法人数 １ ■解散ＮＰＯ法人数 ０ （H２７.１０月分）  
■しまね社会貢献基金登録団体数 ４９ 

■だんだん認証レベル取得団体数 ４３ （内 レベル２ ２７) 

                           

 

 

 

 

 

 

昭和 51 年生まれ。山口県萩市の
離島、見島出身。高校卒業後、山
口県下関市で板前を経て 2005 年
から１年間定住財団の産業体験
事業を利用し西ノ島町に定住。全
国各地の離島でダイビングなどの
マリンスポーツ体験や海底調査等
を行うほか、“海中ポスト”を運営
するノアグループの(株)ノア隠岐
の取締役となる。「てにゃわず」
は、西ノ島町の観光客減少、後継
者不足、少子化など地域問題に危
機感を持った地元の若者たちが、
行政に頼るばかりでなく、自らが
知恵、力を出し合ってなんとかしよ
うという思いで立ち上げた。（平成
21年法人格を取得） 
 
※“てにゃわず”とは・・・ 
西ノ島町の方言で、やんちゃ坊主
に対する愛情を込めた表現。 

 

  

西ノ島の若者の意欲を形にしよう
と活動するＮＰＯ法人てにゃわず理
事長の山谷さんは、「自分ひとりがや
ってはよくない。みんなが想いを持っ
て動いてくれるように」と自発性を尊
重し、必要最小限の手助けを心掛けて
いる。 
山谷さんは、月に数回島について語

り合う“直会（なおらい）”によって、
てにゃわずのメンバーの想いを引き
出す。メンバーは島内の行政職員、漁
師、観光業、飲食業など多業種から集
まった 30～40歳代の若者 20人以上。
山谷さんを含めＩターン者が約５名
在籍し、島出身者には見えない視点を
彼らが補う。 
「自分の息子のために海中にタイ

ムカプセルを埋めてみたい！」と、父
親でもある若者の夢から始動した、て
にゃわずの代名詞“西ノ島中学校卒業
海中タイムカプセル事業”は、子ども
たちの顔写真や自分宛に書いたメッ
セージなどをラミネートし、特殊なパ
イプに入れ海中に埋める。そして、５
年後の夏の成人式に掘り出すという
プロジェクトだ。また、そのプロジェ
クトや卒業式の様子を撮影したＤＶ
Ｄを、子どもたちが島から離れるとき
に渡すという。 
これは、卒業生や保護者、教員など

多くの島民から好評を博し、今年で６
年目を数える。そして遂に来年の夏、
島の成人式の日に最初に埋めたタイ
ムカプセルを取り出す。タイムカプセ
ルを埋めるのは、山谷さんが取締役を
務める(株)ノア隠岐のダイバーたち。
船は地元のつる丸汽船観光(有)に手
配してもらうなど、西ノ島町や地元企
業とも連携。子を想う親心から始まっ
た企画が、今では郷土愛を持ち続け、 お知らせ 

■ソシオ・マネジメント創刊号 
「社会に挑む 5つの原則、組織を育てる 12のチカラ」 

■ＮＰＯマネジメント「理事と理事会を生かす・育てる 15のポイント」 
  （いずれも IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所] 発行） 

一度島を離れても将来戻るきっかけ
になればと願う島一丸となったプロ
ジェクトへと発展した。 
設立から６年の間には、思うように

いかないこともあった。“ふるさと雇
用”として以前は職員を雇用していた
が、雇用するという形態が運営上（資
金的に）難しかったため、現在は職員
を雇用していない。そういった経緯
や、メンバーが皆兼業であることか
ら、現在の活動規模は手の届く範囲内
に収めている。 
人を雇用し、人件費確保のために会

費や寄付を集め、組織を維持・運営す
ることに躍起になり過ぎると、それが
活動のメインになり、本末転倒になる
恐れもある。島民が気付いた課題をそ
の都度実行するという、組織に縛られ
ない柔軟でシンプルなスタイルでも、
島の課題は充分解決できる。島の若者
の想い・夢の実現にベクトルを合わせ
たスタイル。これもＮＰＯのひとつの
姿なのかもしれない。 
メンバーが当事者意識を持って生

み出されたアイディアにはエネルギ
ーがあり、達成までのプロセスも苦で
はない様子。 
「結局誰かがやっていかないとい

けないこと。今後も当初から変わらず
メンバーと島のためにやっていく。成
果はまだあまり見えないが、島民や島
が変わっていけば」と山谷さんは話
す。思い通りにいかなかった経験もあ
ったからこそ今のスタイルに辿り着
いた。都会の真似をしない西ノ島らし
さを維持しつつ、てにゃわずオリジナ
ルのスタイルで、山谷さん率いる若者
たちが島を守っていく。    （Ｔ） 

 

 

 

 

タイムカプセル設置の様子（11/15） 

スタッフ後記 

10月に開催したＮＰＯガバナンスセミナーのテキストです。ご都合
が合わず出席できなかった方、ぜひご一読ください！ 
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